
1 

ふ  く 

ま ち
インクルーシブな

みんなのまちは、わたしたちのアクションから 

ガ イド 
別冊　アクション編

01032037
テキストボックス
資料1-2(別冊)



 
2 

「横浜市福祉のまちづくり推進指針」とは 

福祉のまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本となる指針
です。皆様に親しんでいただけるよう、「ふくまちガイド」という愛称をつけました。 
本冊子は「ふくまちガイド（別冊）アクション編」として、ふくまちのビジョン・ポリシーに基
づき、市民、地域、事業者それぞれが、自分の立場でできることを見つけ、行動に移
すきっかけとなるよう、より実践的なアクションについて掲載しています。 
 

ビジョン（未来像） 

横浜にかかわるすべての人が、互いを認め合い、自由に自分らしく生活できるインクル

ーシブ※なまち 
 
ポリシー（理念） 
ポリシー１ 違うことは自然なこと 
ポリシー２ まずはやってみる 
ポリシー３ もっともっとバリアフリー 
 
アクション（行動） 
市民、地域、事業者のアクションと参考となる事例を掲載しています。 
 横浜で暮らす・訪れる人のアクション 
 地域で活動する人たちのアクション 
 横浜で働く人や事業者のアクション 
 
まちにはどんな人がいる︖  
高齢者、障害者、子育て中の人、外国人、性的少数者などの特性を紹介しています。 

 

※インクルーシブ︓直訳すると「包括的な」という意味です。「すべての人が受け入れられ、参加でき

る」、「誰も排除しない（されない）」、「誰一人残さない」という意味合いで用いられます。 
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まちにはいろいろな人がいます 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇みんなで進める福祉のまちづくり 

福祉のまちづくりは、特定の人のためではなく、地域に関わるすべての人のための取り
組みです。そこに暮らす人、働く人、訪れる人――それぞれが「自分のこと」として捉
え、できることから行動することが、誰もが自分らしく暮らせるまちづくりにつながります。 
 
〇気づきと対話がつなぐ社会 

「こうあるべき」「これが普通」といった思い込みは、多様な人の参加を妨げることがあり
ます。年齢や性別、国籍、障害の有無などの違いは、社会に自然に存在するもので
す。 
対話を通じて多様な視点に触れることで、見えなかった課題に気づき、違いを認め合
う姿勢が広がります。それぞれが自分らしく関われる社会を築いていきましょう。  



 
4 

横浜で暮らす・訪れる人のアクション            
一人ひとりがマナーを守り、配慮ある行動を心がけることが、インクルーシブなまちの実
現につながります。「もし自分がその立場だったら」と想像力を働かせ、自分にできる具
体的な行動について考えてみましょう。 
 
■エスカレーターで 

〇エスカレーターは２列で立ち止まって
ご利用ください。 

けがや障害のある人、こども連れの人など、
様々な人が安心して利用できるよう、利用
マナーを守りましょう。 
エスカレーターでの歩行や、右側を空ける習
慣は、安心して利用できない原因になりま
す。 
 

 

■エレベーターで 

〇混雑時は、譲り合ってご利用ください 
エレベーター以外での移動が困難な人を
優先し、譲り合ってご利用ください。階段
やエスカレーターで移動できる人はそちら
をご利用ください。 

〇扉付近で立ち止まらず、奥へ詰め
てご利用ください 

車いすやベビーカーなど、広いスペースが必要
な人がスムーズに乗降できるよう、扉付近に立
ち止まらず、奥へ詰めてご利用ください。  
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■横断歩道で 
 
〇信号の変化に気づきにくい人がいます 
信号が見えづらかったり、音響信号が聞こえに
くい人がいます。特に、音響信号のない横断
歩道や歩車分離式、スクランブル交差点で
は、「今はまだ赤です」「信号が青になりました
よ」と声をかけましょう。 
 
〇歩道と車道の境界が分かりづらいことが
あります 
点字ブロックは、視覚に障害がある人の大切な道しるべです。点字ブロックの上に立った
り、物を置いたりしないようにしましょう。 

 
 
■電車の中で 
 
〇座席を必要としている人に席を譲りまし
ょう 
外見では分かりづらい障害のある人もいます。
ヘルプマークを見かけたら席を譲りましょう。ペー
スメーカー使用者への電波の配慮もお願いし
ます。 
 
〇車内での会話は控えめに 
大きな音や特定の音に敏感な人がいます。イヤホ
ンの音漏れや、会話の声の大きさなど、周囲に配
慮しましょう。 
 
〇困っている人を見かけたら声をかけましょう 
電車には、障害のある人、高齢者、外国人、妊産婦、こどもなど、様々な人が乗車してい
ます。困っている様子であれば、「お手伝いしましょうか︖」と、声をかけてみましょう。  
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■まちなかで 
 
発達障害や知的障害のある人は、環境
の変化や予測できない状況に強い不安
を感じることがあります。音や刺激に敏感
に反応することもあり、周囲の理解が大
切です。 
 
〇まちなかで見かけたら 
困っている様子であれば、「お困りですか」
と、短く直接的な言葉でゆっくり声をかけまし
ょう。過度な反応がある場合は、落ち着くま
でそっと見守りましょう。 
 
 
■道で 
 
「聞こえていないかもしれない」「見えてい
ないかもしれない」という視点を持つことが
大切です。 
 
〇音では気づけないことがあります 
ベルやエンジン音が聞こえない人もいま
す。「聞こえているはず」と思い込まず、後
方から接近する際は注意しましょう。 
 
〇気づかない人がいたら、そっとサポートを 
緊急車両などに気づいていない様子なら、まず声をかけ、反応がなければ、ゆっくり視界に
入り、緊急車両の方を指し示す動作をするなどして、やさしく伝えてください。 
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■トイレで 
 
〇バリアフリートイレが必要な人とは︖ 
車いす使用者︓回転できる広いスペースと
手すりが必要です。 
オストメイト︓装具の交換や洗浄のため、
専用の設備が必要です。 
介助が必要な人・乳幼児連れ︓おむつ交
換や着替えのため、大型ベッドなどの設備
が必要です。 
〇本当に必要な人が使えるように 
ここでしか用を足せない方のため、必要でない方は一般トイレをご利用ください。便座や大
型ベッドは、使用後に必ず元の位置に戻しましょう。出しっぱなしは移動や利用の妨げにな
ります。 
 
 
■駐車場で 

 
〇本来の利用対象者以外は利用を控えま
しょう 
車いす使用者用駐車区画や優先駐車区画※

1を本来の利用対象でない人が使用すると、
必要な人が利用できなくなってしまいます。 

 
〇外見からは分かりづらい障害もあります 
内部障害や妊産婦など、外見では分かりづら
い事情を抱えている人もいます。こうした人達が
気兼ねなく利用できるよう、パーキング・パーミッ
ト制度利用証※2の掲示を推進しています。理
解と配慮をお願いいたします。 
 

 
※1優先駐車区画︓施設の入口近くに設けられた移動に配慮が必要な人（妊産婦、内部障害
のある人など）のための一般幅の区画 

※2パーキング・パーミット制度利用証︓「歩行が困難」または「移動の際に配慮が必要な方」に交
付し、駐車時に掲示することで、安心して駐車できるようにするためのものです。 

女性２人連れが 

化粧をしている 

イラストに変更 
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地域で活動する人たちのアクション          
 

福祉のまちづくりには、住民同士が協力し合い、誰もが安心して暮らせる地域を築くこ
とが大切です。そのためには、地域にどのような人が暮らしているかを知り、一緒に活動
することが大切です。特に災害時には、避難所運営や安否確認など、日頃からの関
係づくりが欠かせません。誰もが気軽に参加できる場をつくり、地域全体で支え合う仕
組みを目指しましょう。 
 
■いろいろな人がいることを知る 
〇どうやって知る︖ 
・日常的な会話 
挨拶やちょっとした会話などを通じて、地域の人の暮らしや困りごとを自然に知ることが
できます。顔のみえる関係を築くことで信頼が生まれ、話しづらいことも聞けるようになり
ます。こうした会話の積み重ねが、地域のつながりを深め、支援が必要な人に気づくき
っかけにもなります。 
・アンケートや聞き取り調査 
アンケートは多くの人の意見を集めるのに有効で、聞き取り調査は個々の生活や思い
を深く知るのに適しています。両方を組み合わせることで、地域の全体像と個々の声
を把握できます。 
・地域行事を通じて 
清掃活動や祭りなど、地域の様々な行事を通じて、地域に暮らす様々な人を知るこ
とができます。これにより、以前はよく見かけていたのに、最近顔を見かけなくなった人な
ど、孤立しがちな人や支援が必要な人に気づくことができます。  
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■一緒に活動する 
 
〇みんなが関われる地域活動のために  
-より多くの人が参加しやくするための視点- 
 
・ 顔の見える関係づくり 
地域のイベントや集まりを通じて、住民同士の交流を深めましょう。日常の挨拶やちょ
っとした会話も、信頼関係を築く大切なきっかけになります。 

 
・ 地域の課題を共有する 
「困っている人はいないか」「どんな支援が必要か」など、地域の困りごとを話し合う場を
設けましょう。みんなで支え合える関係性を築くことが、安心して暮らせる地域づくりに
つながります。 

 
・ 小さなアクションから始める 
ごみ拾いや、見守り活動など、誰でも気軽に参加できる活動から始めましょう。無理な
く関われる活動が、継続的な参加につながります。 

 
・ 地域活動の見直しと工夫 
「参加しない人が悪い」と考えるのではなく、「どうすれば参加しやすくなるか」という視点で
活動を見直すことが大切です。参加できない理由を想像してみましょう。 
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地域が主体の防災活動の事例                         
 
 
自然災害の危険性が高まる中、障害のある人、高齢者、妊婦・乳幼児や外国人な
ど、様々な人たちの避難が想定され、避難所での共同生活等の対応が課題となって
います。こうした状況の中、地域において日ごろから助け合える関係を目指して、活動
しています。 
 
〇ポイント 
・ 障害のある人とその支援者、高齢者、子育て世帯、外国人団体など、地域住
民、事業者、行政がそれぞれ協力して活動しています。 

・ 災害時に被害を受けやすい障害のある人や高齢者などが講座の講師を務めるな
ど、地域とかかわりを持ちながら、減災活動の担い手として活動しています。 

 
〇活動内容 
◆ 災害時要援護者理解講座の実施（いろいろな人がいることを知る） 
・発達障害理解講座「みんなちがってあたりまえ」 
・高齢者理解講座「認知症サポーター養成講座」 
・聴覚障害者理解講座「聴覚障害の理解と手話」 
・精神障害理解講座「精神疾患・精神障がいの理解」 
・外国人理解講座「せやくの がいこくじんを しろう︕」 
・妊産婦・乳幼児理解講座「子連れの避難、周囲はどうする︖」 
 
◆ 実践的な避難所体験（一緒に活動する） 
  【自助】段ボールを用いた議事避難所体験イベントを開催 
  【共助】多様な人の視点から減災を進めていけるよう、地域防災拠点における避
難訓練に参加。障害の有無関係なく、発災前後に何ができるのかを探る 

ピンチをチャンスに︕減災共助の会 
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横浜で働く人や事業者のアクション          

インクルーシブなまちの実現のため、すべての人が使いやすいサービスや施設の提供が
求められます。バリアを生み出さないこと、そして、既存の建物などで、バリアが生じてし
まっている場合は、それらを解消することが大切です。 
 
■合理的配慮の提供 
障害者差別解消法により、行政・事業者に対し、「合理的配慮の提供」が義務付け
られました。障害のある人などからの申し出に対し、事業者が過度な負担のない範囲
で行う適切な調整のことです。物理的なバリア（障壁）や制度、慣習、偏見による
不平等をなくし、誰もが同じように施設を利用・移動できるようにすることが目的です。 

障害者者差別解消法では、障害のある人などから申し出があった場合としていますが、実
際には困っていることを伝えることが難しい人もいますので、こちらから声を掛けることも大切
です。この際、コミュニケーションの方法は人それぞれであることに注意する必要があります。 

相手の申し出内容をよく確認することが重要です。それにより柔軟な対応が可能になるこ
ともあります。  

障害のある人などと事業者や関係者などが互いの情報や意見を交換し理解し合いなが
ら、一緒に解決策を見つけるためのコミュニケーションです。障害者などから提案された方法
が難しい場合も対話を重ねて他の方法を検討していきます。 

互いに納得できる解決策を見つけたら、その内容に沿って必要な配慮を行いましょう。 
 
■合理的配慮を的確に行うための環境整備 

 
合理的配慮が的確に行えるよう、様々な利用者を想定して行う事前の改善措置の
ことです。例えば簡易スロープのようなバリアフリー化に必要な備品の準備や情報提供
の工夫、従業員向けの研修などがこれにあたります。 

ステップ２︓ニーズの確認 

ステップ３︓建設的対話 
 

ステップ 4︓合意の形成と合理的配慮の提供 
 

ステップ１︓障害のある人等からの申し出 
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■当事者参画の実施 
すべての人が使いやすいサービスや施設をつくるには、障害のある人や高齢者だけでな
く、外国人、妊産婦、こどもなど、様々な人（当事者）の意見を取り入れることが重
要です。事業者は、当事者の声を聞くことで本当のニーズを把握でき、より使いやすく
細やかな計画が立てられます。 
当事者にとっても、自分の困りごとなどを伝えることで、納得できるサービスや施設づくり
につながり、他の当事者のニーズを知る機会にもなります。 
 
〇参画のタイミング 
可能な限り、早い段階から当事者参画を開始することが求められますが、特に基本
設計や実施設計の段階では、より具体的な意見を求めることができます。 
 
 期待できる効果 
基本構想 コンセプトを決める段階で、ユニバーサルデザインを目標に加えるなど、方

針を共有できます。 
基本計画 設備等の配置・規模・形状などを決める段階で当事者から意見を求め

ることができます。 
実施設計 より詳細な図面等を用いて設備内容を説明することで、それらについて

意見を求めることができます。また施設利用にあたって重要な案内設備
等についても意見をもらい、反映することができます。 

施   工 設計変更が難しくなるため、可能な限りの対応となりますが、設備や案
内サインの位置等の修正が可能です。また現地での確認が可能な段
階では、これまでの意見がどのように反映されたかを共有することができる
ほか、設備の運用についても意見を求めることができます。 

事後検証 竣工後も当事者からの意見を求めることで、運用面での工夫や改修計
画への反映ができます。 

  



 
13 

〇当事者参画の実施にあたって 
 
◆共通事項 
事業者と当事者が協力して、「みんなにとって使いやすい、よりよい施設」を作ることを
ともに目指すという意識を共有し、「当事者参画」を実施しているという認識をもって臨
むことが大切です。 
 
◆事業者に求められること 
事業者は、専門用語を避け、図面に不慣れな人にも配慮しながら、当事者に分かり
やすく説明することが求められます。また、情報の受け取り方は人それぞれ異なるた
め、事前に本人に適切な伝え方を確認することが大切です。 
当事者の意見には、実現方法をよく検討し、難しい場合も代替案を示すなど、できる
限り反映する姿勢が求められます。 
 
◆当事者に求められること 
当事者は、事業者側に様々な制約があることを理解し、自身を含む同様な立場の
人のニーズを伝えるだけでなく、実現方法をともに考える姿勢が大切です。建設的な
対話を心がけ、他の当事者の意見にも耳を傾け、理解し合うことが求められます。  
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■アクセシブルな情報提供 
アクセシブルな情報提供とは、情報を必要とする人に、その人に合った方法で届けるこ
とです。例えば、視覚障害のある人には音声、外国人にはやさしい日本語のように、そ
の人に分かりやすく、伝わりやすい方法で情報を届けることが大切です。事業者や働く
人がこれを実践することで、誰もが安心して外出し、施設を利用できるまちづくりにつな
がります。 
 
○事前の情報提供 
施設のエレベーター、トイレなどのバリアフリー設備、利用可能なサービス、対応言語、
混雑状況、授乳室やベビーカー対応の有無などをホームページやＳＮＳを活用し、
事前にわかりやすく発信することで、利用者の不安を軽減し、安心して訪れてもらうこ
とができます。 
 
○現地での情報提供 
施設や店舗を訪れた際、案内表示が見えづらい、スタッフに声をかけづらいなどの障壁
があると、利用が難しくなります。誰にでもわかりやすい表示や動画、音声案内、ピクト
グラムの活用、スタッフによる丁寧な声かけなど、現地での情報提供も重要です。 
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合理的配慮の提供の事例                      
ここでは、合理的配慮の事例をいくつか紹介します。同じ障害名でも必要な配慮は
人によって異なるため、実践にあたっては、当事者との建設的な対話を通じて、個々
に最も適した配慮を検討してください。 
 
 
 
窓口で、聴覚に障害のある人から質問を受けました。手話での対応が難しかったた
め、職員が筆談で、タブレットによる文字入力でのコミュニケーションを提案し、了承を
得ました。 
また、知的障害のある人から「書類の内容が分からないので教えてほしい」と申し出が
ありました。口頭で説明しましたが伝わらなかったため、ふりがな入りの資料を提供する
とともに、職員がやさしい日本語で、図やイラスト、コミュニケーションボードを使った案
内を提案し、了承を得ました。 
 
 
 
 
 
 
 

店舗の入口に段差があり、車いす利用者が入店できない状況でした。そこで、店員が
簡易スロープを設置し、スムーズな入店を支援しました。また、テーブルに設置された
椅子を移動してスペースを確保し、車いすのまま着席できるよう配慮しました。  

聴覚障害者や知的障害者への合理的配慮の提供の一例 

車いす使用者への合理的配慮の提供の一例 
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合理的配慮を的確に行うための環境整備の事例               
 
 
 
〇備品・設備の用意 
横浜美術館のグランドギャラリーには階段状のスペースがあり、従来は階段のみでのア
クセスとなっていました。そのため、車いす使用者からの要望が寄せられていました。これ
を受けて、美術館では車いす対応の階段昇降車を設置し、従業員向けの操作講習
を実施するなど、環境の整備を行いました。 

 
〇手話によるご案内（日本語字幕・音声ガイド付き） 
横浜美術館では、聴覚障害者向けに施設紹介の手話映像を用意しています。親子
の手話ナビゲーターが、展覧会の鑑賞、ワークショップへの参加、カフェや休憩スペース
の利用など、美術館の様々な楽しみ方を紹介しています。 
 
〇「Social Story初めて美術館に行きます。横浜美術館」 
発達障害のある人をはじめ、初めて訪れる人や利用に不安を感じる人に向けて、絵
や写真、わかりやすい文章で横浜美術館を紹介する社会学習ツールを公開していま
す。 
  

横浜美術館における環境整備の事例 
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合理的配慮の提供の事前準備の一つとして、接客にあたるスタッフの研修も重要で
す。ここでは、横浜高速鉄道みなとみらい線の駅係員の職員研修の事例を紹介しま
す。 
 
〇概要 
参加者は、声が出せない人・障害のない人・視覚に障害のある人の役を演じ、声以
外の方法で伝言を伝える協力型ゲームに取り組みました。このほか障害のある人の
「ありがちな体験」を紹介し、どうすべきだったかを議論しました。 
 
〇取組のねらい 
◆非音声コミュニケーションの難しさを体感すること 
声が出せない人は、身振りや筆談などで伝える必要がありますが、視覚に障害のある
人には伝わりにくく、情報が届かないことがあります。 

 
◆無意識の排除に気づくこと 
声が出せない人と障害のない人のやりとりが中心になり、視覚に障害のある人が取り
残される場面から、特定の人が意図せず排除される現実に気づきます。 

 
◆協力と配慮の重要性を理解すること 
3人が互いの状況を理解し、工夫して協力することで、誰もが安心して利用できるサ
ービスのあり方を考えるきっかけになります。 
 

鉄道駅係員研修の事例 
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当事者参画の実施の事例                         
 
 
 
 
障害があってもなくても誰もが遊べる広場にしたいという願いから、インクルーシブ遊具
広場のプロジェクトははじまりました。 
 
〇ヒアリングについて 
 障害者団体や子育て支援団体、特別支援学校など多様な団体にヒアリングを実
施しました。最初は「こんな公園だったら」「こんなことがしたい」「できなくて困った」ことな
ど大きなイメージを共有することから始めました。その後も複数回にわたり意見交換など
を実施し、設計に反映していきました。 
 
〇基本コンセプト 
ヒアリングを重ねて、「すべてのこどもが同じ空間で体験や景観を共有できる」という基
本コンセプトがまとまりました。特性が異なるこどもたちが、「同じこと」はできなくても「今
日は公園で遊んで楽しかった」という体験を共有できることを目指したものです。 
 

小柴自然公園インクルーシブ遊具広場の整備の事例 
 

〇インクルーシブ遊具広場の整備から得られたポイント 
◆できるだけいろいろな人に話を聞いてみること 

   障害のある人や高齢者、こども、子育て中の人、外国人などできるだけいろい
ろな人に話を聞くことが大切です。中には声を上げづらい人もいることを認識して
おくことが大切です。 

 
◆できるだけ早い段階で話を聞くこと 
計画や設計など早い段階で話を聞くことで、対応できることも増えます。後か

らの対応になると、費用も時間もかかってしまいます。 
 
◆意見は違って当たり前、言葉を尽くして議論すること 
意見を聞くことは、その通りにすることではありません。整備する自分たちの意

見も含めて、聞いて、説明してできるだけ最適に近い答えを出すことが大切で
す。 

 
〇今後に向けて（２期・３期と続く整備に向けて） 
今回の整備で得られた効果検証の結果や知見を次期整備に活かし、早期から

多様な声を取り入れながら、対話と改善を重ねて、より使いやすく親しみやすい施
設づくりを目指します。 
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◆障害があってもなくても誰もが遊べる遊具の整備 

 

 

 

 

 

 

◆より広いスペースを備えた駐車区画 

 

 

 

 

 

 

 

◆分かりやすい案内サイン 

  

【参加者からの意見】 
・体を動かすことが得意な子もいる 
・全員がすべての遊具を同じに使えなくても
よいのでは 

【こんな風に変えました】 
大型複合遊具など、高難易度で挑戦しが
いがある遊具と障害のある子が遊べる遊具
を併設しました 

【参加者からの意見】 
分かりやすい案内・サインで、公園の利用を
めぐるトラブルが起きないようにしてほしい 

【こんな風に変えました】 
障害があってもなくても誰もが遊べることを明
記した案内や、交代の目安となる時間や回
数を具体的に示したサインを設置しました 

【参加者からの意見】 
車室が短く、介助用スロープを使用すると車
路にはみ出してしまい危険 

【こんな風に変えました】 
一般的な車いす使用者用区画より長い車
室を整備し、降車後もグリーンベルトで安全
に移動できるスペースを確保しました 
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横浜美術館では、大規模改修にあわせて、受付カウンターやテーブルなどの什器やサ
インについて、インクルーシブなデザインの考え方を取り入れて設計を検討しました。そ
の過程で、様々な特性を持つ人たちに意見を聞くワークショップを行いました。 
 
〇模型を用いた意見交換 
・設計段階で意見を聞く場合、図面や小さな模型では、空間をイメージしたり使い勝
手を想像するのは非常に難しいと考えられます。この事例では、テーブル、椅子、受付
カウンター、展示ケース、看板（サイン）などについて、段ボールで原寸大の模型を作
成し意見を聞きました。 
・原寸大の模型は、実際に大きさや高さなどの寸法を実感できるので、什器の細部や
材質などにも質問が出て、非常に具体的な意見が多く出されました。 
・このほか、フリースペース全体の 1/50 の模型も提示され、図面だけでは把握しにく
い空間の全体像を参加者が理解するのに役立ちました。 
 
〇多様な特性を持つ人々による意見交換 
・ワークショップでは、次のような障害や特性を持つ人たちと意見交換を行いました。 
車いす使用者（手動・電動）、視覚障害者（全盲・弱視）、杖使用者、 
聴覚に障害のある人、知的障害のある人、高齢者、ベビーカー利用者、こども 

・参加者は、自分とは異なる特性を持つ人の意見を聞くことで互いに気づきが得られ、
他の特性を持った人達に配慮する意見が多数聞かれました。 
・主催者側も、多様なニーズがあると同時に、共通の意見もあることがわかり、様々な
特性を持つ人たちが一緒に利用する場面を具体的にイメージすることができました。 
  

横浜美術館の什器・サイン整備の事例 
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〇設計に反映された主な意見 
・什器の配置や間隔は、大きめの車いすやベビーカーでも通りやすい空間が必要。 
・テーブルや椅子は、いろいろな人が使いやすいよう、大・中・小、高いものや低いもの
など、いろいろあると良い（電動車いすの膝も入る高いテーブル、こども用、大人数人
用など）。 
・視覚障害者やこどもに配慮し、什器の角は丸いと良い。 
・チケットカウンターの高さは、低い方が、圧迫感がない。 
・寝転んだり、くつろいだり、リラックスできる場があると良い。 
・サインの色彩や文字の大きさは、高齢者や弱視の人でも見やすいようにしてほしい。  
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アクセシブルな情報提供の事例                         

NPO法人横濱ジェントルタウン俱楽部は、魅力ある横浜のまちを誰もが楽しめるよう
に、様々な活動を行っています。その活動のひとつとして作成した「触る地図」は、横浜
の中心部の地図で、以下のような特徴があります。 
 
〇様々な人にわかりやすい「共用マップ」 
カラー印刷で、誰にでも便利な観光マップに、次のような工夫を加えて、様々な人にわ
かりやすいマップをめざしています。 
・海、公園、鉄道、主な道路等が透明な樹脂で浮き出し印刷され、視覚に障害
のある人が触ってわかる地図 
・車いす使用者用のトイレ、駐車場や坂（丘陵地）がわかる地図 
・知的障害のある人や外国人もわかりやすいピクトグラムや建物の絵の導入 

 
〇情報を補い合うことで広がるまちのイメージ 
視覚に障害のある人が地図を触って得られる情報には限界があります。 
障害のある人とない人が、一つの地図を一緒に触りながら情報交換することで、まちの
空間への理解が深まり、より豊かな情報を共有することができます。 
 
 
 

  

触る地図の事例 
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横浜市観光協会では、障害のある人や高齢者だけでなく、外国人、妊産婦、こども
など、様々な人が快適に観光できるように、市内の様々な施設のバリアフリー情報を
集めたウェブサイト「横浜観光バリアフリー情報」を用意しています。 
このサイトは、日本語または英語で閲覧できるほか、文字の大きさを拡大したり、背景
が黒で文字が白、もしくは背景が黄色で文字が黒に変えたりできるなど、弱視などの
方の見やすさに配慮しています。 
 
〇市内の様々な施設のバリアフリー情報を提供 
市内の観光施設やショッピングス
ポット、ホテルなどのバリアフリー情
報を提供しています。施設の一
覧を見ることができるほか、施設
の設備等をピクトグラムで表示
し、条件を指定して検索すること
もできます。 
 
〇モデルコース 
このサイトでは、観光スポットや移動ルート上のバリアフリー情報、楽しめるポイントなど
をわかりやすく紹介した３つのモデルコースを見ることができます。 
・主要スポットが続く開港の道を歩く（赤レンガ倉庫、山下公園、中華街ほか） 
・新港エリアを楽しむショッピングコース 
・中華街エンジョコース 

  

横浜観光バリアフリー情報の事例 
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まちにはどんな人がいる︖                  
福祉まちづくりを進めるためのアクションでは、様々な人の参加を願っています。そのた
めには誤解や偏見のない理解と関わりが大切です。以下に、様々な特性を参考例と
して掲載します。思い込みや偏見にならぬよう留意してください。 
 
 
■高齢者 
加齢により筋力や視力や聴力といった感覚機能が低下し、転倒や事故のリスクが高
まります。さらに、認知機能の変化により、新しい機器や制度への適応が難しくなるこ
ともあります。 
段差の解消や見やすい案内表示、音声案内の充実、使いやすい機器の導入など、
ユニバーサルデザインの視点を取り入れた環境整備などで、バリアの解消につながりま
す。 
 
 
■認知症 
認知症は、様々な原因により脳の神経細胞が損傷を受けたり、機能が低下すること
で、記憶力や判断力、理解力などの認知機能に障害が生じた状態です。道に迷い
やすくなる、情報の理解が難しくなるなど、日常生活に支障をきたすこともあります。誰
もが発症する可能性があり、加齢に伴い発症リスクが高まりますが、65歳未満で発
症する若年性認知症もあり、仕事や家庭生活に大きな困難をもたらすことがありま
す。 
わかりやすく統一された案内表示、音声・色彩・図記号などを活用した情報提供、見
守り支援の仕組み、地域住民の理解促進など、環境・情報・人的支援の充実などで
バリアの解消につながります。 
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■子育て中の人 
子育て中の人には、育児情報や支援制度へのアクセス、相談体制の整備も重要で
す。地域とのつながりや孤立防止の観点からも、安心して参加できる場や支援が求め
られます。特に乳幼児期のこどもがいる場合は、外出時の安全な移動や授乳・おむつ
替えへの配慮が必要です。 
ベビーカー対応の歩道や施設、授乳室・キッズスペースの設置、わかりやすい情報提
供など、子育て世代にやさしい環境整備がバリアの解消につながります。 
 
 
■こども 
身体的・精神的に発達の途中にあり、年齢や個人差によって行動や理解の仕方が
異なります。身体が未発達なため、階段や段差の昇降などで、事故のリスクも高くなり
ます。また、注意力や危険予測の力が十分に育っていないため、大人の見守りや環
境面での工夫が必要です。さらに、言葉や社会的ルールの理解が未熟なため、視覚
的・感覚的にわかりやすい情報提供が必要です。 
こどもの目線に合わせた案内表示、安全な遊び・学び場の整備、ベビーカーや小さな
こども連れでも利用しやすい施設設計などでバリアの解消につながります。 
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■外国人 
外国人は、言語や文化の違いから生活に不安を感じることがあり、特に日本語が十
分に理解できない場合、行政や医療、子育て支援などの情報にアクセスしづらくなりま
す。そのため、地域の支援機関や相談窓口とのつながりを促進し、孤立を防ぐ取り組
みが重要です。 
やさしい日本語や多言語での情報提供、翻訳・通訳支援、視覚的にわかりやすい案
内表示など、多文化共生の視点を取り入れた環境整備がバリアの解消につながりま
す。 
 
 
■LGBTQ+など（セクシャル・マイノリティ） 
性自認や性的指向が多数派と異なることから、日常生活や地域社会において、理
解不足による誤解や偏見に直面することがあります。 
行政や医療、教育の場面では、適切な対応が受けられなかったりする場合もありま
す。特に、戸籍や書類上の性別と本人の性自認が一致しない場合、手続きや対応
に困難が生じることがあります。 
情報提供の際に性別に配慮した表現を用いることや、職場や学校等における、周囲
の理解促進などがバリアの解消につながります。 
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■杖を使用している人 
加齢や障害、病気などにより歩行の安定を杖で補っている人は、段差や傾斜、滑りや
すい床で転倒のリスクが高く、特に雨天や夜間は危険が増します。また、片手がふさが
るため、ドアの開閉など、日常動作に制約が生じることがあります。案内表示が高すぎ
たり、移動経路が複雑だと目的地への到達が困難になる場合もあります。 
視認性の高い案内、移動しやすい動線や通路幅の確保、段差の解消、手すりの設
置、滑りにくい床材の使用など、安全で快適な環境整備がバリアの解消につながりま
す。 
 
 
■車いす使用者 
車いすは手動式と電動式があり、段差や傾斜、狭い通路などの物理的障壁によって
移動が制限されます。また、身体の状況により、ドアの開閉やエレベーター等のボタン
操作に制約がある場合があります。 
また、視線の高さや移動範囲の制約により、案内表示が見えにくく、情報が伝わりにく
い場合もあります。特に公共施設や交通機関、災害時の避難誘導では、情報の受
け取りやすさが安全に直結します。 
車いす対応のトイレや駐車場・客席、スロープやエレベーター、操作しやすい設備の導
入に加え、視認性の高い案内表示や多様な情報伝達手段の整備がバリアの解消に
つながります。 
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■上肢障害 
上肢障害とは、病気やけがなどにより腕や手の機能に支障が生じ、物を握る・持つ・
操作するなどの動作が難しくなる状態です。ドアの開閉やボタン操作、券売機の利
用、荷物の持ち運びなど、日常動作に制約が生じることがあります。特に片手しか使
えない場合や補助具を使用している場合は、設備の高さや操作方法が使いやすさに
大きく影響します。 
操作しやすい設備の導入や、ボタンやスイッチの位置や形状の工夫、荷物置き場の
設置どの環境整備がバリアの解消につながります。 
 
 
■内部障害 
内部障害とは、心臓や腎臓、呼吸器、肝臓、膀胱・直腸、小腸、免疫系など、体内
の臓器に機能障害がある状態を指します。外見からは障害があることが分かりづらい
ため、周囲の理解が得られにくく、支援が届きにくいという特徴があります。疲れやすさ
や体調の変動もあり、公共交通機関や施設では優先席や休憩スペースの確保が重
要です。また、心臓ペースメーカーや人工透析、オストメイト、酸素ボンベなど、医療機
器や治療を必要とする人も多くいます。 
オストメイト対応設備を備えたトイレの整備、空調や空気環境への配慮、見えにくい
障害への理解促進、ハート・プラスマークの周知などを通じて、外見では分かりにくい障
害にも目を向けた環境整備がバリアの解消につながります。 
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■視覚障害 
視覚障害には、全く見えない「全盲」と、少し見える「弱視」があります。弱視の人の見
え方は様々で、明るさやコントラスト等、条件で見え方も変わり、その見え方は十人十
色です。 
全盲の人に限らず、移動に必要な情報を得られない弱視の人も、白状や盲導犬を
使って周囲の安全を確認しながら歩きます。盲導犬は法律により公共施設や交通機
関への同伴が認められています。 
点字ブロックや音声案内、見やすい色使いや大きな文字の案内表示など、多様な見
え方に対応した環境整備とともに周囲の人の声掛けによる情報提供などで、バリアの
解消につながります。 
 
 
■聴覚障害 
聴覚に障害のある人は、音による情報取得が困難であり、聴力の程度や障害の時期（先天
性または中途）により、手話・文字・口話などコミュニケーション方法が異なります。先天性の
場合は音声言語の習得が難しく、手話や文字によるコミュニケーションを主に使用しま
す。中途障害の場合は音声言語を習得していることが多く、口話や読話を活用する
傾向があります。 
そのため、照明の暗さやマスクの着用が手話や読話による意思疎通の妨げになること
があります。 
字幕や表示板、ピクトグラムなどの視覚的な案内、光や振動による通知装置、手話
通訳や筆談対応窓口の整備、理解促進などがバリアの解消につながります。 
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■知的障害 
知的障害は発達期に現れ、学習や判断、問題解決などに制約があり、日常生活で
支援を必要とする場面が多くあります。情報の理解に時間がかかり、複雑な説明など
で混乱することがあり、周囲の理解と配慮が重要です。 
やさしい日本語や図・イラストによる情報提供、視覚的にわかりやすい案内表示、落
ち着ける空間の確保、地域による見守りや声かけの体制づくりがバリアの解消につなが
ります。 
 
 
■発達障害 
知的障害はないものの、生まれつきの脳の働き方の違いによって、コミュニケーションや
行動、感覚の受け取り方などに特性が現れる障害です。障害の程度や年齢（発達
段階）、生活環境などによっても症状は違ってくるなど、多様であることを理解する必
要があります。 
対人関係やコミュニケーションが苦手で、こだわりが強い傾向があったり、集中が続か
ず、衝動的な行動をとることがあったり、特定の学習分野に困難を抱えることがありま
す。また音や光などの刺激に敏感だったり、環境の変化に不安を感じやすいことがある
ほか、情報の理解や伝達に時間がかかることもあります。見た目ではわかりにくく、周囲
の理解が得られにくいこともあるため、周囲の人の配慮や支援が重要です。 
まずは、本人の特性を理解したうえで、やさしい日本語や図・色分けによる情報提
供、落ち着いて過ごせる待機スペースの設置など特性に合わせた整備や支援体制を
構築することでバリアの解消につながります。 
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■精神障害 
精神障害とは、脳の機能や構造の変化によって思考や感情、行動、対人関係に影
響が出る状態を指します。 
例えば日常生活においてストレスを感じやすいため、不安や緊張で不安定になりやす
かったり、幻覚や幻聴、判断力の低下、対人関係の困難などが見られることもありま
す。症状の現れ方や程度には個人差があり、良くなったり悪くなったりを繰り返すことも
あります。 
まずは、本人の特性を理解したうえで、静かで落ち着いた空間の確保や混雑を避けら
れる環境づくり、わかりやすく整理された情報提供、地域での見守り、正しい理解を広
める啓発などがバリアの解消につながります。 
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■マークの一覧  知っていますか︖マークの意味 
各団体などが作成・所管する障害のある人、高齢者、妊産婦、子育て中の人などに
関する代表的なマークを紹介します（順不同）。 
このようなマークを見かけたら、ご協力・ご配慮をお願いいたします。 
なお、各マークの詳細は、それぞれの問い合わせ先にお願いいたします。 

 
障害のある人のための 
国際シンボルマーク 

盲人のための 
国際シンボルマーク 

  

障害のある人が利用できる建築物や施
設であることを示す、 
世界共通のシンボルマーク 

視覚に障害のある人の安全やバリアフリ
ーを考慮した建物・設備・機器などにつ
けられている世界共通のマーク 

 

ほじょ犬マーク ヘルプマーク 

  

盲導犬、介助犬、聴導犬の啓発のた
めのマーク 

身体の内部に障害のある人や妊娠初
期など、配慮を必要としていることを周
囲に知らせ、援助が得やすくなることを
目的としたマーク 
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耳マーク 手話マーク 筆談マーク 

   

聞こえが不自由なことを
表すと同時に、聞こえな
い人・聞こえにくい人への
配慮を表すマーク 

ろう者等から提示する場
合は「手話で対応をお願
いいたします」、窓口等で
掲示する場合は「手話で
対応します」という意味を
伝えるマーク 

筆談を必要としている人
が提示する場合は、「筆
談で対応をおねがいしま
す」窓口等で掲示する場
合は「筆談で対応します」
という意味を伝えるマーク 

 

身体障害者標識 聴覚障害者標識 高齢者運転標識 
   

肢体に障害のある人が運
転する車に表示するマー
ク 

聴覚に障害のある人が運
転する車に表示するマー
ク 

70歳以上の方が運転す
る車に表示することが推
奨されているマーク 
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ハート・+マーク オストメイトマーク 

  

身体の内部に障害（心臓、腎臓、呼
吸器機、ぼうこう・直腸、小腸、免疫機
能）があることを示すマーク 

ストーマ（人工肛門、人工膀胱）を造
設した人が利用する設備があること及び
オストメイトであることを表すマーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

マタニティマーク ベビーカーマーク 

  

周囲の方が妊産婦へ配慮を示しやすく
するためのマーク 

ベビーカー使用者が安心して利用できる
場所や設備を表すマーク 
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〇問い合わせ先 
障害のある人のため
の国際シンボルマーク 

公益財団法人 
日本障害者リハビリテーション協会 

電話︓03-5273-0601 
FAX︓03-5273-1523 

盲人のための国際シ
ンボルマーク 

社会福祉法人 
日本盲人福祉委員会 

電話︓03-5291-7885 
FAX︓03-5291-7886 

ほじょ犬マーク 厚生労働省 
障害保健福祉部企画課 
自立支援振興室 

電話:03-5253-1111 
（内線 3636） 

耳マーク 一般社団法人 
全日本難聴者・中途失聴者団
体連合会 

電話︓03-3225-5600  
FAX:03-3354-0046 

手話マーク 一般社団法人 
全日本ろうあ連盟 
 

電話︓03-6302-1430 
FAX︓03-6302-1449 
 

筆談マーク 

ヘルプマーク 横浜市役所 
健康福祉局障害施策推進課 

電話︓045-671-3598 
FAX︓045-671-3566 

ハート・プラスマーク 特定非営利活動法人 
ハート・プラスの会 

電話︓186-080-4824-9928 
E-mail ︓info@heartplus.org  

オストメイトマーク JOA 
横浜支部・横浜市オストミー協会 

電話︓045-475-2061 
FAX︓045-475-2064 
E-mail︓
ostomy@hamashinren.or.jp 

身体障害者標識 神奈川県警察本部交通部 
 
 

電話︓045-211-1212 
 
 聴覚障害者標識 

高齢者運転標識 

マタニティマーク 「健やか親子 21」事務局 E-mail︓
sukoyaka21@shopro.co.jp 

ベビーカーマーク 国土交通省総合政策局安心生
活政策課 

電話︓03-5253-8111 
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